
応募先・お問い合わせ

 

〒889-1605

 

宮崎市清武町大字加納乙243-3

 

特定非営利活動法人

 

みんなのくらしターミナル

 

TEL･FAX

 

0985-88-1057

 

携帯

 

080-6419-9065

 

E-mail：moriagetai@minnanokurashi.org

 

※上記法人は、宮崎県の委託を受けてこの「中山間盛り上げ隊派遣事業」の運営を行っています。

宮 崎 県

宮崎県の県土を大きく占める中山間地域では、過疎化や高齢

化の進行により、集落道の管理作業や伝統芸能などの維持・運営
を行う担い手の確保が大きな課題となっています。
このため、宮崎県では、県内の中山間地域に一定期間在住し、

ボランティアで集落を支援する活動を行う「中山間盛り上げ隊」の

 

中長期支援隊員中長期支援隊員を募集しています。

 

【隊員登録は随時受付】

※写真は
イメージです。特産品加工作業手伝い

農作業等の手伝い

詳しく詳しく

 

は裏面は裏面
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村

宮崎県

【活動期間】：平成23年10月～平成24年３月末



■中山間地域でボランティア活動を行おうという18歳以上の男女で、心身ともに健康で意欲と
体力をもって参加できる方（未成年者は保護者の承諾を得てください。）

 

■自動車普通免許を取得している方（オートマチック限定不可）
■派遣期間中、市町村が用意した住居に在住することができる方（自宅等から通うことはでき
ません。また、派遣される同一の市町村内に既に在住されている方は対象外です。）

■連絡のため携帯及び電子メールの利用が必要となります。

■派遣先の市町村までの往復交通費（面接及び派遣時）は、県の規定に準じて事務局が支
給します。ただし、引越しに係る経費は中長期支援隊員の負担となります。

■住居（家賃）及び基本的な生活備品等は市町村が準備し経費を負担します。
■中長期支援隊員は、ボランティアで支援活動を行い、日当等は支払われません。ただし、
派遣期間中の生活費として１月当たり７万円を事務局が支給します。この生活費には、食費、
光熱費等が含まれています。

■派遣先で使用する車両は用意できませんので、中長期支援隊員の方で御用意ください。支
援活動に係る燃料費（定額）については事務局が別途支給します。

■中長期支援隊員は、ボランティア保険等に加入することとし、保険料は事務局が負担します。
■健康保険料、年金保険料は、中長期支援隊員の負担となります。
■ボランティアに従事する時間等は、原則として市町村役場の勤務時間に準じることとします
が、活動の内容によっては、休日や時間外の活動が多くなる場合があります。

■十分な支援活動の実施が見込めないと判断された場合は、派遣を中止する場合があります。

■提出された登録申込書をもとに、事務局が応募者に対して聞き取り調査などを実施して応募
条件等の確認などの審査を行います。なお、必要に応じて面接を行います。

■審査の終了後、結果を応募者に連絡し、中長期支援隊員に登録します。
■隊員登録後、派遣先の市町村においても面接を行います（９月中を予定）。
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